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千葉市消防決裁規程共通専決事項の取扱いに関する事務処理要領
9 ｣

、

1 千葉市消防決裁規程(昭和62年千葉市消防訓令（甲）第5号｡以下「決

裁規程」という｡）別表共通専決事項1一般的事項中（4）､､ （5）､ （6）､ （1

6）に規定する専決事項の取扱いを別表のとおり定める｡

2 この要領における用語の意義は、決裁規程の例によるものとするb _

3一般的事項(決裁規程別表共通専決事項1一般的事項をいう。以下この条

において同じ｡）中（4）に該当する事項として定める処分について、当該処
分を拒否する処分を行う場合には､一般的事項(4) ･ (5)の規定の趣旨を
踏まえ､当該処分の専決者となっている者と同等以上の決裁を受けるものと
する。 ‐ ｝

4この事務処理要領の規定は、決裁規程第6条第2項の規定により、専決権

者が重要又は異例と認めたものについて《その上位者に決裁を受けることを
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妨げない。

附則

この要領は､平成27年4月1日から施行する。
附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則 《 、

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則′ ‘
． ノ

この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。
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別表(消防局）
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部 課･課内室 係･班 専決すべき事項
専決者

部長 課長 課内室長

共通専決事
項1に定める
専決事項

備考
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(3)消防局が管理する危険物施設等に関する点検記録

(4)地
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旦係’
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(1)救
一
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一(2)応急手当普及啓発活
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刀処理

に関する報告 。

する報告
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6) ．

6）

6）

警防部
警防部

狸係’
理係’

(4ﾉ匡涼t茂I到夫悲司剴宜1－

(5)応急手当普及協力事

す-る報告

所に関する報告

○

○

（
く
6）

6）

警防部 ‘管理係’ (6)軸負目季者圭害'三閨． る報告 ‘ ○ （ 6）
警防割I 担当 ’ (1)航牽榊の飛行に閲す‘ 白詰等 ○ 4）

予防部

予防部

異

予防課
査察対策室

調査係 ． ’

予防査察班
保安査察班

(1)火災原因損害調査報告告害の処理 、 ‐

(1)違反処理の報告(警告に限る｡､）

○

○

（

（

6）

6）

予防部
予防課

査察対策室
予防査察班
保安査察班

(2)立入検査結果通知書 ○ (16）

予防部
予防課
査察対策室

予防査察班
保安査察班

(3)改修(計画)報告書及び点検報告に係る改修(計画)報告書 ○ ． （6）

予防部
予防課
査察対策室

予防査察班
保安査察班

(4)職員の立入検査証の貸与 ○ (6)

予防部
予防課
査察対策室

保安査察班
(1)石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく各種届出(特定事業所の
新規設置に係るものを除く｡）

、ごI

○ (6)
特定事業所の新規設置に係るものは局
長決裁､その他は室長専決

予防部 指導課
建築第一係
建築第二係

(1)消防法(昭和23年法律第186号｡以下｢法｣という｡)第7条に基づく建築確認等の同意等 ○ (4)

予防部 指導課
建築第一係
建築第二係

(2)消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置及び指導 ○ (6)

予防部 指導課
建築第一係
建築第二係

(3)防火対象物の使用開始の指導 ○ ・ (6)

予防部 指導課
建築第一係
建築第二係

(4)消防用設備等特例適用願出に関すること ○ (4) 消防用設備等特例適用願出書



別表(消防局）

〆

部 課･課内室 係･班 専決すべき事項
専決者

部長 課長 課内室長

共通専決事
項1に定める
専決事項

備考．

予防吾予防吾

予防音予防音

予防音予防音
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時月中蒜．ｲ扁日勺止乃詞叉貯蔵･仮取扱ヌ蒔

■取柵いの届鼎

百正ロI峰物11-座19句L〆

言刃t認 、○

○

○
局 /、(4)

予防部 指導課 E険物係

）

(4)法第11条第1項に基づく製造所､貯蔵所又は取扱所(以下｢製造所等｣という｡)の設置許可 ○ (4)

第1種､第2種又は第3種消火設備の設置
を必要とし､又は危険物の規制に関する
政令(昭和34年政令第306号｡以下｢政令」
という｡)第23条を適用(前例､見解等が示
されているものを除く｡)する製造所等を除
＜

予防部 指導課 危険物係．
(5)法第11条第1項に基づく製造所等の変更許可(法第11条第5項に基づく仮使用承認を含
む｡） 、

○ (4)

予防部 指導課 危険物係 (6)法第11条第5項に基づく製造所等の完成検杏 ○ (4)

予防部 指導課 危険物係 (7)法第11条第6項に基づく製造所等の譲渡又は引渡の届出 ○
｛

○ (6) 特定事業所に係る製造所等は部長専決
マ吟＊”

ﾗ部

旨導課

旨導課

危険物係

危険物係

(8)法第11条の2第1項に基づく製造所等の水張検査又は水圧検査

(9)法第11条の4第1項に基づく製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更
の届出 一

○

○ 、

(4)

(6)

ﾗ部

ﾗ部

旨導課 一

旨導課

危険物係
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旧
一
心 1)法第12条の7第2項に基づく製造所等の危険物保安統梧管理者の届出
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’
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員罰萱翌
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巾
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3)法第14条の2第1項に基づく製造所等の予防規程の認可 、
4)洪箪14条の3に基づく俣寺棒杏乃7K子の塞杏季許 ｡

○ (4

(4

旨導課
４
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、
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(1
(1
雪
6)危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号｡以下｢政令｣という｡）第8条第4項に
トベノー壺悸未垂二丁へ帝六J斗

○
’
○

(4)
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予防部

旨導課一

旨導課
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邑険物係

’
０
｜
’
に

7)政令第30条の2第5号に基づく移送の経路等の書面の受理′

8)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号｡以下｢省令｣という｡)第62条の5
:基づく内部点検期間の延長

○ 、

○

⑥
｜
⑥

予防部， 指導課 危険物係
(19)省令第62条の5の2に基づく休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期
間の証鳫 ／

○ (6) ．

予防部

坐
》

ﾉ巳豚ｲ"1ホ

危険物係
L

(21)千葉市火災予防条例(昭和37年千葉市条例第4号｡以下｢条例｣という｡）第48条に基づく
水張検査又は水圧検査

○

○ ⑥
’
㈹

予防部 指導課 危険物係
(22)千葉市危険物規制規則(昭和58年千葉市規則第35号｡以下｢規則｣という｡)第17条第1項
に基づく資料の提出

○ (6)

予防音 指導課 危険！ 勿係 (23)規則第18条に基づく製造所等災害発生の届出 ○ (6)
予防召 ｷ旨導課 危険 伽係 の41*目目11垂ワ、冬垂11百1－其鐸ざで型;筈冒斤奎rﾊｲ大l卜▽f十戸閨〃､犀卜偵 ○ (6)

予防召

一

予防召

一

雫朧立R

一

予防召雫朧立R

一

・

了 予防召

＝
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二
』

士邑壱三題指導課
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～n発

危険
～n発
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勿1ホ

+加権勿係
、ムリノ"E又U』不二l不牢’五1－一一、壷1国JJI寸Vジロ丁戸』手口円寸V′H入I‐ l ノ

(26)犬見目''第ZZ奎崇1上目Iこ基つつく軒51重，壹士串等I二閏すゐ計1由10）届猯 ，’

○

○

‘(6)

(6)

指導課 危険物係
(27)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第47
条第2項に基づく連絡の受理

○ (6)

予防部 指導課 保安係
(1)火薬類取締法(昭和25年法律第149号｡以下｢火取法｣という｡）に基づく許可､完成検査、
認可又は指示

○ (4) 火取法第52条第1項に係る許可は除く。

予防部 指導課 保安係 (2)火取法及び千葉市火蕊類取締法施行細目I'（平成'9年千葦市頬目||筆ｸ4呂)'三其づく冬種届 ○ (6)

予防部 指導課 保安係
(3)高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号｡以下｢保安法｣という｡）に基づく許可又は各種
検査等

○ (4)

予防部 指導課 保安係
(4)保安法及び千葉市高圧ガス保安法施行細則(平成30年千葉市規則第25号)に基づく各種
届出等 一

○ (6)
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部 課･課内室 係･班 専決すべき事項
専決者

部長 課長 課内室長

共通専決事
項1に定める
専決事項

備考

予防部
－ －

指導課 保安係 (5)保安法第74条第1 項に基づく通報の受理 ○ ‘ (6) 一

予防部 指導課 保安係
(6)液化石油ガスのf
87条第1項に基づ<i

k安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和24年法律第149号)第
i報の受理 ‘ －

○ (6)
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課等 係等 専決すべき事項
専決者

署長 課長

共通専決事
項1に定める

専決事項
備考

i防課 警防係一 (1)消|府水利に閨すること ，． ○‐ く 6）
i防諜 ”

i防諜
F防係
卜防係 一

(2)=l坊調査に関すること

(3)日手I砺溌湖織のｷ旨逗

○

○

（ 6）

6）

･、
■？

i防諜 §防係 (4) 肖I坊自動車の管玉里 ○ （ 6）
引1M」毒

i防課
F防係 ’

栃係 ’

(5)

(6) 閣信機器の保守管理

○
一
○

く
一
く

6）

6）
ﾘ防課

消防課

E産症 I

栃係

(7)
型『ー…マローローHH一ラー■ f

(8)消防活動報告に関すること ○

○

○

（

（

6）

6）
消防活動報告書｡即報､局長報告該当以
外は課長専決

消防課 :急係 (1)救急活動報告に関すること ○ ○ (16）
救急業務実施報告書｡千葉市消防救急
業務規程第51条第3項に規定する局長報
告訪当以外I士謹馬車津

麺－ 急係 (2)救急同乗者実習に関する報告 一 ○ （ 6）
消防烏
…

急係 (3)救急資器材点検報告 ′‐ 、 ○ ′ （ 6） 。
:急係 (4)消毒実施紹呆報告 ○ ‐ （ 6）

蕊
消防課

ﾇ係 ’ 表一手二且旦可,I玲壺垂字丁卦『－回判÷ZE尋万一

○ （ 6）
乳係 ’ 救急同乗者実習に関する報告 ○ （ 6） 、

消防課 乳係 ’ 応急手当晋及協力事業所に関すること ○ く 6）
錘
一

予防課予防課防課予防課防課
I係 ． ’ 救助;舌動報告に関すること ○ く 6） 救助活動記録表． 、

～～
畦言甲

諄壼庶務係
三涯忘予防係

〒舎及び付属施設の管理 目弓 ○ ‐ く 6）
予防課

予防課

ヤI吻読

予防課

予防課

予防課

ヤI吻読

予防課

峠一瞬

予防言予防言

■Ｐ，

一》

ﾛPu"ﾛ ﾛ示

(1)消I坊対象物の杳雲 ！

(2)立人種宜縮呆通知害

○

○

く

く

6）

6）
予防係 (3)改修(計画)報告書及び点検報告に係る改修(計画)報告雲 ○ (6)

卜防課 予防係 (4)消防対象物に係る各種申請 ○ ○ (4)
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織等の育成指導
(7)防火対象4 の使用開始のｷ旨導(ｷ旨導課の所管に属す為*]の芽除く←）

(8)法第9条の3に基つく圧縮アセチレンガス等の貯蔵･取扱いの届出(特定事業所に係るものを除
<･）

○
’
○

○

○
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予防課 予防係 (9)法第9条の4に基づく指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関すること(特定事業所に係るも
のを除く｡） ○ (6)

予防課 予防係 (10)禁止行為の解除承認に関すること ､‘ ○ ○ (4) Ｉ
上行為の解除承認書(※禁止行為の

余承認に係る事務処理要綱第10解除
恩の特例に該当する場合は署長専決）
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5)違反処理の報告 ○

○
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(16）

示マーク交付(更新) I ﾖ詰量

消防用設備等特例適用
I 昌同■■

局長報告:危険物取扱者違反調査報告
書､消防設備士違反調査報告書及び消
防設備点検資格者違反調杏報告雲
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■
く
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